
  
 
 
 
 

   
 

＜９月定例会の日程＞ 

会議は午前 10時から始まります。  
９月 １日（金） 招集日 

当局の議案の提案理由説明 
９月 ８日（金） 本会議   

会派代表総括質疑等 
日本共産党は元木美奈子議員

９月１１日（月） 
 

総務常任委員会 
      井原めぐみ議員

９月１２日（火） 
 

教育民生常任委員会 
      元木美奈子議員

９月１３日（水） 
 

建設経済常任委員会 
       森野卓郎議員

９月１９日（火） 本会議 
各常任委員長報告（議案、請

願・陳情）に対する質疑・討

論・採決、 
一般質問 井原めぐみ議員 

９月２０日（水） 本会議 一般質問 
９月２１日（木） 本会議 一般質問  

元木美奈子・森野卓郎議員 

９月２２日（金） 本会議 一般質問   
９月２５日（月） 本会議 一般質問   
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１
、
施
設
利
用
振
興
公
社
入
札
問
題
に
つ
い
て 

 

①
理
事
に
よ
る
入
札
関
与
に
つ
い
て 

②
市
の
対
応
と
責
任
に
つ
い
て 

２
、
住
宅
の
耐
震
化
に
つ
い
て 

 
 
 
 

①
国
の
制
度
へ
の
対
応
に
つ
い
て 

３
、（
仮
称
）
新
浦
安
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て 

① 

マ
ン
シ
ョ
ン
相
隣
建
設
紛
争
に
お
け
る 

市
の
役
割
に
つ
い
て 

４
、
旧
江
川
護
岸
整
備
に
つ
い
て 

 
 

①
市
民
開
放
に
つ
い
て 

②
整
備
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て 

５
、
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て 

 
 
 
 

①
整
備
基
準
の
課
題
と
市
の
対
応
に
つ
い
て 

 

１
、
国
民
保
護
計
画
に
つ
い
て 

①
元
自
衛
官
の
採
用
に
つ
い
て 

②
計
画
策
定
の
課
題
に
つ
い
て 

２
、
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て 

 

①
情
報
公
開
と
個
人
情
報
保
護
に
つ
い
て 

３
、
県
立
高
校
統
廃
合
に
つ
い
て 

 
 
 
 

①
再
編
計
画
へ
の
市
の
対
応
に
つ
い
て 

４
、
医
療
問
題
に
つ
い
て 

①
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の 

移
行
に
つ
い
て 

① 

医
療
費
一
部
負
担
金
免
除
申
請 

制
度
に
つ
い
て 

５
、
道
路
問
題
に
つ
い
て 

①
第
２
湾
岸
道
路
の
必
要
性
に
つ
い
て 

②
入
船
橋
下
道
路
の
開
通
に
つ
い
て 

 

１
、
浦
安
駅
周
辺
再
整
備
に
つ
い
て 

 
 
 
 

①
検
討
経
緯
に
つ
い
て 

 
 
 
 

②
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
影
響
に
つ
い
て 

 

２
、
ふ
じ
み
野
市
プ
ー
ル
事
故
を
受
け
た
対
応
に
つ
い
て 

①
市
営
プ
ー
ル
の
施
設
管
理
に
つ
い
て 

 
 

 

②
安
全
管
理
の
公
的
責
任
に
つ
い
て 

３
、
千
鳥
給
食
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て 

①
民
間
委
託
後
の
課
題
に
つ
い
て
②
今
後
に
つ
い
て 

４
、
市
営
住
宅
に
つ
い
て 

 

①
市
営
住
宅
増
設
に
つ
い
て 

５
、
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て 

① 

保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て 

② 

利
用
料
の
助
成
に
つ
い
て 

 

施
設
利
用
振
興
公
社
の
入
札
に
市
の
理
事
が
入
札
執
行
前
に

参
加
者
名
簿
や
設
計
書
等
の
関
連
資
料
一
式
を
取
り
寄
せ
た
こ

と
が
「
不
当
介
入
」
で
は
な
い
の
か
と
の
内
部
告
発
が
寄
せ
ら
れ

た
件
で
、
告
発
し
た
公
社
の
成
田
正
樹
常
務
理
事
は
市
長
の
「
不

正
と
は
見
な
せ
ず
厳
重
注
意
」
の
回
答
に
納
得
で
き
ず
、
「
市
長

へ
の
手
紙
」
に
よ
る
質
問
状
を
出
し
ま
し
た
が
、
３
ヶ
月
間
も
放

置
さ
れ
た
挙
句
、
「
市
長
へ
の
手
紙
に
該
当
し
な
い
」
と
し
て
、

「
手
紙
」
が
８
月
末
に
返
却
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
市
長
へ
の
手

紙
」
の
制
度
の
根
本
を
否
定
す
る
不
当
な
対
応
で
す
。 

 

成
田
氏
が
「
市
長
へ
の
手
紙
」

を
提
出
し
た
の
が
５
月
３
０
日
。

市
長
へ
の
手
紙
事
務
取
扱
規
程
で

は
そ
の
趣
旨
を
「
市
民
等
か
ら
の

苦
情
、
要
望
、
意
見
、
質
問
等
を

適
正
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
」
と

し
、
さ
ら
に
「
手
紙
を
受
け
た
と

き
は
、
別
に
定
め
る
処
理
通
知
書

に
そ
の
要
旨
等
必
要
事
項
を
記
載

す
る
」「
公
聴
広
報
課
が
受 

領
し
た
日
か
ら
２
週
間
以
内
に
書

面
で
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
２
週
間
以
内
に
回
答
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
電
話
等
の
方

法
に
よ
り
、
そ
の
理
由
及
び
対
応
状

況
を
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
明
確
に
定
め
て
い
ま
す
。 
 

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
取
扱
規
程

に
反
し
て
、
成
田
氏
が
示
し
た
８
項

目
に
わ
た
る
疑
義
に
一
切
回
答
し

な
い
だ
け
で
な
く
、
同
氏
の
告
発
で

の
手
紙
を
取
り
下
げ
る
よ
う
市
の

総
務
部
長
等
が
求
め
た
と
い
う
こ

と
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
由
々
し
き
問

成田常務理事が出された「市長への手紙」に対する市当局の対応はどこから見ても不自

然と言わざるを得ません。告発された内容を闇に葬る行為に等しいものです。 
議会は会派や政治信条の違いを超えて真相解明に一丸となってとりくむべきです。 

題
で
す
。 

職

員

で

あ
る
と
同

時
に
一
市

民
で
も
あ

り
、
「
市
長

へ
の
手
紙
」

の
制
度
の

土
台
を
崩

す
も
の
で

す
。
や
ま
し

い
こ
と
が

な
け
れ
ば
、

堂
々
と
回

答
す
れ
ば

す
む
話
で

は
な
い
で

し
ょ
う
か
。


